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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月4日(2011.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳み可能な携帯端末装置において、
　デジタル放送を受信する受信手段と、
　前記デジタル放送の音声を出力する音声出力手段と、
　前記デジタル放送の映像を表示する表示手段と、
　前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に前記デジタル放送の音声を出力するか否かを、
前記携帯端末装置が折り畳まれる前に選択できる選択手段と、
　デジタル放送受信機能の動作状況を表示する状況表示手段とを備え、
　前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に、前記デジタル放送の映像を前記表示手段に表
示せず、前記選択に基づいて前記デジタル放送の音声を出力するもしくは出力しないこと
を特徴とする、
携帯端末装置。
【請求項２】
　前記携帯端末装置が折り畳まれた後に開かれた場合、前記表示手段に前記デジタル放送
の映像を表示することを特徴とする、
請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に、前記表示手段の照明を消すことを特徴とする
、
請求項１または請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　折り畳み可能な携帯端末装置を制御する制御方法において、
　デジタル放送を受信するステップと、
　前記デジタル放送の音声を出力するステップと、
　前記デジタル放送の映像を表示するステップと、
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　前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に前記デジタル放送の音声を出力するか否かを、
前記携帯端末装置が折り畳まれる前に選択できるステップと、
　デジタル放送受信機能の動作状況を表示するステップとを有し、
　前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に、前記デジタル放送の映像を表示せず、前記選
択に基づいて前記デジタル放送の音声を出力するもしくは出力しないことを特徴とする、
制御方法。
【請求項５】
　前記携帯端末装置が折り畳まれた後に開かれた場合、前記デジタル放送の映像を表示す
ることを特徴とする、
請求項４に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に、前記表示手段の照明を消すことを特徴とする
、
請求項４または請求項５に記載の制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】携帯端末装置及び制御方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記従来の課題を解決するため、本発明に係る携帯端末装置は、折り畳み可能な携帯端
末装置において、デジタル放送を受信する受信手段と、前記デジタル放送の音声を出力す
る音声出力手段と、前記デジタル放送の映像を表示する表示手段と、前記携帯端末装置が
折り畳まれた場合に前記デジタル放送の音声を出力するか否かを、前記携帯端末装置が折
り畳まれる前に選択できる選択手段と、デジタル放送受信機能の動作状況を表示する状況
表示手段とを備え、前記携帯端末装置が折り畳まれた場合に、前記デジタル放送の映像を
前記表示手段に表示せず、前記選択に基づいて前記デジタル放送の音声を出力するもしく
は出力しないことを特徴とする。
　また、前記従来の課題を解決するために、第１の携帯デジタル放送受信装置は、所望の
放送波を受信復調するデジタル受信復調部と、このデジタル受信復調部の出力から映像信
号を再生する映像デコード部と、この映像デコード部の出力を表示する映像表示デバイス
と、デジタル受信復調部の出力から音声信号を再生する音声デコード部と、この音声デコ
ード部の出力を出力する音声提示デバイスと、デジタル放送の映像の表示を設定する操作
部と、デジタル受信復調部と映像デコード部と映像表示デバイスの動作を制御する制御部
とで構成しており、この制御部は、操作部で音声のみを再生するよう選択された場合には
、映像デコード部と、映像表示デバイスの動作を停止するように制御するようにしている
。
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